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２　　法　　　　　　人　　　　　　都 　

法　　　　　　　　　　　　　　人 　　　　

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度 　　　

確定法人税割額に対応す

調  定  額 ① る前年度分の中間申告額

事 業 年 度 数 税　    額 ② 税　    額 ③

人 千円 千円

   587 037    579 922   978 671 926   274 201 624

   559 565    560 675   960 978 370   274 139 592

   483 553    484 330   297 891 073   61 256 851

   76 012    76 345   663 087 297   212 882 741

本 都 本 店 分    45 796    46 012   569 157 816   180 855 757

他 府 県 本 店 分    30 216    30 333   93 929 481   32 026 984

   3 597    3 598   12 638 753

   14 195    7 721   4 290 924

   2 046    1 534    190 543

   7 634    6 394    573 336

（備考）1 「納税義務者数」は、当該年度中に確定したもの及び決定したものの合計数による。ただし、当該年度中の事業年度数が２以上の法人においては、

　　　　2 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定法人税割額」欄の事業年度数に　

３　　法　　　　　　人　　　　　　事 　　

(1)　調　　　　　　　　　　　

現　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　　　

確 定 事 業 税 額 に 対 応 す る

前 年 度 分 の 中 間 申 告 額

事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ① 事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ②

本 都 本 店 分

他 府 県 本 店 分

（備考）1 「事業年度数」は１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定事業税額」欄の事業年度数につ　

　　 　 2 「外形対象法人分」は、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分より、資本金１億円超の法人（所得課税法人に限る）を対象に導入された、外　

   19 846

   13 338   284 359 195

  130 521 564

-               

-               

-               

   62 032

  673 745 113   207 217 424

  30 577 640

  46 564 131

所 得 割 分

付 加 価 値 割 分

資 本 割 分   72 633 607

   13 338

-                       

-                       

-                       

-                       

   350 147

  27 574 771

   579 987

   535 359

  412 623 994

  111 600 588

  21 238 202

   104 186

-                       

   63 123

    148

   7 036

   10 738

-                       

   17 774

   45 349

   24 448

   1 186   639 127

   7 721

   1 534

   6 229

  9 210 195

   335 244 -                       

   684 604

   952 316

   37 814

 1 334 038 530

千円

確　　定　　事　　業　　税　　額

   116 702

  16 344 868   8 261

   62 262

   559 104

   473 097   246 919 201

事 業 年 度 数

   78 834

均 等 割 額

千円

  80 417 703

確 定 法 人 税 割 額納　　　税

義　務　者

  396 470 102

   64 309

  44 514 252   1 037

  386 094 560

  139 175 359

-               

   16 426

  78 313 934

  42 852 826

  35 461 108

  24 915 126

  10 545 982

   77 606

   49 789

   27 817

   11 391

-               

-               

  90 768 519

   77 795

千円

   1 228

  90 872 705

-                       

  34 551 909

  7 102 405

-                       

  41 654 314

  49 114 205

-                       

区　　　　　　分

総 計

普 通 法 人

都 内 法 人

分 割 法 人

特 別 法 人

公 益 法 人 等

人 格 な き 社 団 等

人 格 な き 社 団 等

清 算 法 人

収 入 金 額 課 税 分

清 算 法 人

区　　　　　　分

総 計

所 得 課 税 分

普 通 法 人

分 割 法 人

特 別 法 人

公 益 法 人 等

都 内 法 人

外 形 対 象 法 人 分    19 846   876 900 284

（外形対象法人分を除く）
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　　　　民　　　　　　税（平成19年度）

　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

　　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分 過年度相当分 合 計 調 定 額

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 調   定   額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ②－③＋④＋⑤ 調   定   額 ⑥   ＋   ⑦ ① ＋ ⑧

事 業 年 度 数 税    　額 ④   　        ⑤   　        ⑥  　          ⑦            ⑧

千円 千円 千円 千円 千円 千円

   85 004  1 170 923 373

   83 908  1 150 634 745

   55 413   386 852 957

   28 495   763 781 788

   16 847   653 418 943

   11 648   110 362 845

-                 13 747 598

-                 5 040 178

-                  344 719

   1 096   1 156 133

１納税義務者とする。

ついては、納付すべき税額のないものについても計上してある。

　　　業　　　　　　税（平成19年度）　　　

　定　　　　　　　　　　　　額

　相　　　　　　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　　　　分 過 年 度 相 当 分

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 合  計  調  定  額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ①－②＋③＋④ 調　　定　　額 ⑤     ＋     ⑥

事 業 年 度 数 税　       額 ③                ④　                ⑤　                ⑥　

千円 千円 千円 千円 千円

 1 455 230 660

  445 204 111

        

  418 121 387

  270 690 916

  147 430 471

  117 420 725

  30 009 746

  16 530 488

  9 370 151

   396 618

   785 467

  44 869 446

  965 157 103

  752 486 836

  138 777 266

  73 893 001

いては、納付すべき税額のないものについても計上している。

形標準課税の対象となった法人分である。

  31 511 597

  27 634 801   13 435

  933 645 506  14 270 610

  2 646 631

  1 230 165-                   

  724 852 035

  136 130 635

  72 662 836

  245 520 799

   555 844

  12 803 547

-                     51 261 983    911 219

  30 051 025

   69 306

   185 620

   159 956-                   

  12 458 803  258 232 113  52 371 846

  112 778 252

   61 374

    402

  323 575 831

  323 289 129

  81 119 837

  242 169 292

  207 742 971

  34 426 321

-                

-                

-                

   286 702

  21 975 185

  21 967 441

  9 645 477

  12 321 964

  10 113 963

  2 208 001

-                

-                

  606 158 993

  98 536 819

  12 638 753

  4 290 924

 1 050 021 318

 1 032 095 348

  327 399 536

  704 695 812

  22 344 824

  1 280 044

   156 529

   64 650

  40 484 352

  40 225 463

  16 600 595

  23 624 868

  628 503 817

  99 816 863

  12 795 282

  4 355 574

 1 090 505 670

 1 072 320 811

  344 000 131

  728 320 680

   228 017

   805 986

   83 952

   70 360

   37 474

    236

   190 543

   805 750

-                

   7 744

-                   

   1 054

   50 868

   18 438

   11 100

   7 338

    157

  441 618 407

  93 403 011

  93 164 848

  40 793 002

  32 871 744

  7 921 258

-                   

-                   

-                   

-                   

   238 163

  26 068 005

  11 797 351

  11 785 390

  3 730 119

  8 055 271

  16 344 868

  9 210 195

  21 381 589

  2 857 829

   872 290

-                   

-                   

-                   

   11 961

  5 386 305

  4 642 473

   743 832

    44

  142 044 166

   211 763

   335 244

   785 065

  44 657 683

  29 265 914

  49 975 820

  18 252 460

  17 845 108

 1 405 254 840

  426 951 651

  400 276 279

   13 435   326 833 807


